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保 健 事 業 ・ 医 療 
 

1.母子保健事業 

大津市の乳幼児健診は「大津 1974 方式」として、受診もれをなくす・発見もれをなくす・対応

もれをなくすを 3つの柱として体系づけられた。その後、社会情勢、生活環境の変化等に伴い、現

在は、健診が早期発見・早期対応の場から育児支援、虐待の早期発見・予防としての機能が高くな

りつつある。また、発達障害の早期発見、早期対応に関しては、関係機関と連携し、様々な形で取

り組んでいる。 

母子保健の力点が育児支援へと移行し、保護者支援を中心に据えた育児力を高めるための様々な

事業を以下のとおり展開している。 

 

(1) 母子健康手帳の交付及び妊婦相談 

和邇、堅田、比叡、中、膳所、南及び瀬田すこやか相談所で交付し、相談に応じている。また、

各すこやか相談所では、妊婦一人ひとりに妊娠・子育てケアプラン（子育てガイド）を利用し、

妊娠中の保健サービスの案内や出産後の手続き等の案内を行っている。 

 

(2) 妊産婦健康診査 

医療機関等に委託して妊産婦健康診査を実施している。 

妊婦健康診査は、これまで１回あたり平均助成額約 3,500 円の基本健診受診券 14 回分(多胎妊

婦は 19 回分)と各種検査受診券により計 94,940 円(多胎妊婦は 125,540 円)を助成していたが、受

診券による助成額を超える費用については自己負担だった。令和６年度からは、基本健診受診券

の助成額を一律 5,000 円に増額し、各種検査受診券と合わせて計 118,360 円(多胎妊婦は 153,960
円)を助成することとしたほか、受診券による助成額を超える自己負担分の償還払いを開始した。     
また、令和６年度から産婦健康診査について、1 回あたり 5,000 円の受診券２回分の計 10,000

円の助成を開始した。 
 

（令和 5 年度） 

合   計 

延べ     27,992 件 

 

(3) マタニティサロン・初めてのパパママ教室 

妊婦及びそのパートナーを対象に交流と学習の場を提供している。(マタニティサロンのうち、

2回は高齢妊婦を対象に実施。)                   

           （令和 5年度） 

 回    数 参 加 数 

マタニティサロン 13 回 112 人 

初めてのパパママ教室 18 回 263 組 

   

(4) 新生児訪問 

生後 1か月以内の新生児を持つ家庭を訪問することにより、児の異常の早期発見、母親の心身

の健康状態の観察を行い、家庭内での育児が円滑に行えるよう指導する。             

（令和 5年度） 

実  施  数 継続支援率 

2,313 人 45.9％ 

※大津市に里帰り中の新生児訪問を含む 
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(5) 赤ちゃん手帳送付 

乳幼児健診の勧奨のため、健診の問診票、発達の節目の時期に家庭での様子を観察し郵送して

もらう。 

ハガキ、各月齢における育児に対するヒント、離乳食のすすめ方を一冊にまとめた赤ちゃん手

帳と予防接種手帳（手引き、予診票、接種券）を生後 2か月頃に送付している。 

 

(6) 乳幼児健診                                （令和 5年度） 

健 診 
赤ちゃん 

相談会 
4 か月児健診 10 か月児健診 

1 歳 9 か月児

健診 

2 歳 6 か月児

健診 

3 歳 6 か月児

健診 

目  的 

4 か月児健診

後のフォロー

と育児支援 

疾 病 の 早 期

発 見 及 び 早

期対応 

幼児期への移

行 期 に お け る

心身の発達及

び育児上の問

題 の 早 期 発

見、早期対応と

むし歯予防 

早期のむし歯

予防と 1 歳半

の 発 達 の 節

目をしっかり

こえて、幼児

期に入ってい

るか確認する 

乳 歯 列 の 完

了期における

むし歯予防及

び 育 児 に 関

する主訴につ

いての相談と

指導 

幼児期最後の

健診。臼歯部

の む し 歯 予

防、尿検査、さ

さ や き 声 検

査、視力検査

を通じて疾病

の早期発見と

早期対応及び

肥満予防･指

導 

方  法 集団 

個 別 市 内 医

療 機 関 に 委

託（4 か月児

健 診 受 診 票

を利用） 

集団 
集団  

有料(400 円) 

集団 

有料(400 円) 

集団 

有料(400 円) 

内  容 

身体計測、小

児科診察、育

児、発達、栄

養、歯科の相

談（相談内容

に応じた個別

相談） 

身体計測、小

児科診察、個

別指導 

身 体 計 測 、 小

児 科 診 察 、 保

健 指 導 、 歯 科

保 健 指 導 、 発

達 相 談 、 栄 養

相談 

身体計測、小

児科診察、保

健指導、発達

相談、歯科健

診 及 び 保 健

指導とフッ化

物塗布 

歯 科 健 診 及

び保健指導と

フ ッ 化 物 塗

布、主訴のあ

る保護者又は

個 別 相 談 が

必 要 な 幼 児

に 対 し て 育

児､発達の相

談および保健

指導 

身体計測、小

児科診察、視

力検査、屈折

検 査 、 尿 検

査、保護者に

よ る さ さ や き

声 検 査 の 結

果確認、保健

指導、歯科健

診 及 び 保 健

指導、フッ化

物塗布、栄養

相談、発達相

談 

実施結果 

(Ｒ5) 

受診者 

251 人 

対象者 

2,377 人 

受診者 

2,292 人 

受診率 

96.4％ 

対象者 

2,462 人 

受診者 

2,441 人 

受診率  

99.1％ 

対象者 

2,488 人 

受診率 

2,333 人 

受診率 

 93.8％ 

対象者 

2,563 人 

受診者 

2,328 人 

受診率 

90.8％ 

対象者 

3,540 人 

受診者 

3,256 人 

受診率 

92.0％ 
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(7) 発達相談事業 

各健診で発見された障害児、要経過観察児及び保護者からの申し込みのある乳幼児を対象に発

達相談を実施している。 

   （相談結果）                      （令和 5年度） 

       年度年齢 

件 数 
0 歳児 1～3 歳児 4 歳児以上 合  計 

実 人 数（人） 350 691 35 1,076 

延 人 数（人） 463 995 50 1,508 

 

(8) 離乳食教室 

第一子で 4か月から 6か月の乳児をもつ保護者を対象に、離乳食の始め方、進め方などの指導

を実施している。 

令和 2 年度から、7 か月から 9 か月児をもつ保護者を対象に後期離乳食教室を始めた。また、

令和 2年度より新型コロナウイルス感染拡大にも対応できるよう、オンライン教室も実施して

いる。 

   （令和 5年度） 

 実施回数 参加組数 

前期教室 12（１１） 122（56） 

後期教室 12（9） 80（17） 

合計 24（20） 202（73） 

                              ※( )内はオンライン教室の数 

 

(9) 子育て教室・母子健康教育 

母と子が安心して集える集団の場を提供し、遊びや育児経験等を伝えあうことにより、地域ぐ

るみの子育てに取り組めるよう実施している。 

  （回数及び参加状況）           （令和 5年度） 

回数 参加者数 

49 977 

 

(10) 特定不妊治療費助成制度・不育症治療費助成制度 

特定不妊治療費助成制度（対象：体外受精、顕微授精）は、助成回数の増加や、所得制限の撤

廃を経て令和４年度から保険適用となったため、令和４年度末までの治療分をもって助成制度を

終了しており、令和 5年度においては、令和 5年 3月中に治療を終了した者への助成のみを実施

した。 

不育症治療費助成制度は、不育症検査及び治療（アスピリン療法及びヘパリン療法に限る。）に

係る本人負担額に２分の１を乗じて得た額を助成している。（上限 15万円） 

また、先進医療に係る不育症検査費用助成制度として、先進医療に位置づけられた不育症検査

のうち将来的な保険適用を見据え実施されるものを受けた者に対し、1 回の検査に係る費用の 7

割に相当する額を助成する制度を設けている。（上限 6万円） 

 

（実施状況）          （令和 5年度） 

 助成件数 

特定不妊治療費助成制度  2 件 

不育症治療費助成制度  9 件 
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(11) 多胎児家庭育児支援事業 

出生から 3歳の誕生日の前日まで、合計 100 時間の範囲内でヘルパーを派遣し、多胎児を養育

する保護者の負担軽減を図る。 

（実施状況 令和 5年度） 

利用者実件数  29 件  

利用実施回数 608 回 

 

(12) 小児慢性特定疾病医療費助成制度 

小児慢性特定疾病患者に対し、その治療に要した医療費の自己負担分（一部又は全額）を補助

している。 

（実施状況 令和 5年度） 

給付実件数 399 件 

 

(13) 未熟児養育医療給付事業 

未熟児であって、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、その医療費について給

付を行う。 

（実施状況 令和 5年度） 

給付実人数 131 人 

 

2.成人及び老人保健事業 

市民の健康の保持・増進を図るため、健康増進法に基づく健康相談、健康教育及び各種がん検診

等の健康増進事業を、医師会をはじめ関係団体の協力のもとに実施している。 

平成 30 年 10 月からは、「がん対策推進基本計画」に基づきアピアランスケア支援事業を開始し、

がん患者が購入する補整用具（ウイッグ・帽子）の購入に係る費用を助成している。 

また、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成 20 年度から、滋賀県後期高齢者医療広

域連合から委託を受け、後期高齢者医療制度の被保険者を対象とした健康診査を実施している。 

 

(1) 健康手帳の交付 

健（検）診の記録や保健指導の記録等を記載し、自らの健康管理に役立てるために、おおむね

40 歳以上の希望者に対して健康手帳を交付している。 

 （交付状況）  （令和 5年度） 

交付数 

376 冊 

 

(2) 健康教育 

生活習慣病や疾病の予防、介護を要する状態となることの予防、その他健康に関する事項につ

いて正しい知識の普及を図るとともに、「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚を高め、健

康の保持増進に資することを目的に各すこやか相談所において健康教育を実施している。 

  （集団健康教育実施状況）（令和 5年度） 

   ・健康増進事業 40 回 754 人     ・介護予防普及啓発事業 103 回 2,065 人 
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(3) 健康相談  

心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うことにより、生活習慣病や

疾病の予防及び健康の保持増進を図っている。各すこやか相談所においては、毎日（祝祭日及び

土、日を除く）健康相談室を開設し、市民の健康に関する相談に応じている。また、地域によっ

ては、市民センターでの健康相談日を設けている。さらに地域からの依頼による健康相談も実施

している。 

  （実施状況）                              （令和 5年度） 

区分 すこやか相談所 各学区市民センター 老人クラブ そ の 他 合  計 

開催回数 1,715 回  52 回  22 回  149 回 1,938 回 

相談人数 3,066 人 332 人 305 人 1,692 人 5,395 人 

相談件数 5,491 件 836 件 336 件 2,204 件 8,867 件 

 

(4) 訪問指導 

療養上の保健指導が必要と認められる者及びその家族等に対して、各すこやか相談所の保健師

等が家庭を訪問して、その健康に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行い、これらの者

の心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図っている。健康増進法に基づく訪問指導は、40 歳

から 64 歳までの市民が対象となっている。 

 （実施状況）                    （令和 5年度） 

訪問実人数 77 人 訪問延人数 78 人 

 

(5) 肝炎ウイルス検診 

40 歳以上の市民で、①過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない者 ②特定健診及びその他

の法令に基づき行われる特定健診に相当する健康診断の結果において肝機能検査の数値のうち、

いずれか 1つでも「保健指導判定値」であった者を対象に、実施医療機関で個別検診と、特定健

診と同日実施による集団検診を実施している。また、精度管理のために大津市消化器がん検診協

議会を開催し、肝炎ウイルス検診の充実を図っている。 

（実施状況）                       （令和 5年度） 

 

 

 

 

(6) 胃がん検診（胃部レントゲン検査） 

50 歳以上の偶数年齢市民を対象に市民センター等で検診車による集団検診を実施している。ま

た、精度管理のために大津市胃がん検診協議会を開催し、胃がん検診の充実を図っている。 

（実施状況）                  （令和 5年度） 

受診者数 要精検者数 がん発見者数 

770 人 54 人 0 人 

 

(7) 胃がん検診（胃内視鏡検査） 

平成 30 年 2 月から、当該年度において 50 歳以上の偶数年齢の市民（2 年に 1 度）を対象に、

実施医療機関での個別検診を実施している。また、精度管理のために大津市胃がん検診協議会を

開催し、胃がん検診の充実を図っている。 

（実施状況）                  （令和 5年度） 

受診者数 要精検者数 がん発見者数 

1,348 人 95 人 4 人 

 

受診者数 Ｂ型肝炎ウイルス陽性者数 
「現在、Ｃ型肝炎ウイルスに感染

している可能性が高い」人の数 

1,775 人 2 人 1 人 
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(8) 子宮頸がん検診 

20 歳以上の女性市民（2年に 1度）を対象に、検診車による集団検診及び県内実施医療機関で

の個別検診を実施している。 

   （実施状況）                   （令和 5年度） 

受診者数 要精検者数 がん発見者数 

11,286 人 276 人 １人 

 

(9) 乳がん検診 

40 歳以上の女性市民（2年に 1度）を対象に、実施医療機関（市内 5病院と市外 5病院）での

個別検診と検診車による集団検診を実施している。平成 30 年度からは特定健診と同日実施による

集団検診を実施している。 

   （実施状況）               （令和 5年度） 

受診者数 要精検者数 がん発見者数 

5,798 人 496 人 24 人 

 

(10) 大腸がん検診 

40 歳以上の市民を対象に、実施医療機関での個別検診と、特定健診と同日実施による集団検診

を実施している。また、精度管理のために大津市消化器がん検診協議会を開催し、大腸がん検診

の充実を図っている。 

（実施状況）                  （令和 5年度） 

受診者数 要精検者数 がん発見者数 

16,294 人 883 人 36 人 

 

(11) 肺がん結核検診 

40 歳以上の市民及び 65 歳以上の市内居住者を対象に、実施医療機関での個別検診と、特定健

診と同日実施による集団検診を実施している。また、精度管理のために大津市肺がん結核検診協

議会を開催し、肺がん結核検診の充実を図っている。 

（実施状況）                  （令和 5年度） 

受診者数 要精検者数 がん発見者数 

18,337 人 1,176 人 6 人 

 

(12) 基本健康診査 

健康増進法に基づき、40歳以上で医療保険に加入していない生活保護世帯の者及び中国残留邦

人等の支援を受けている者を対象に、登録医療機関において個別健診を実施している。 

   実施期間 ： 令和 5年 6月から令和 6年 1月まで 

   （実施状況）       （令和 5年度） 

受診者数 234 人 

 

(13) 後期高齢者健康診査 

滋賀県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて、滋賀県後期高齢者医療制度被保険者を対象に、

生活習慣病を早期に発見するための健康診査を県内登録医療機関において実施している。 

   実施期間 ： 令和 5 年 6 月から令和 6 年 1 月まで 

   （実施状況）      （令和 5年度） 

 受診者数 4,010 人 
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(14) 歯科保健推進事業 

妊婦と 30歳、35 歳、40歳、45 歳の者を対象に、歯周病検診を実施している。 

   （実施状況）   （令和 5年度） 

受診者数  

1,180 人 

 

(15) 胃がんリスク検診（胃の健康度検査） 

当該年度において 40～60 歳で、今までに同検診を受けたことがない市民を対象に実施医療機関

での個別検診を実施している。 

   （実施状況）                            （令和 5年度） 

受診者数 精検不要者（Ａ群）数 
要精検査者数 

がん発見者数 
Ｂ群 Ｃ群 

130 人 105 人 17 人 8 人 0 人 

 

(16) アピアランスケア支援事業 

平成 30 年 10 月から開始。がん患者の療養生活の質的向上のため購入する補整用具（ウィッ

グ・帽子）の購入に係る費用を助成している。 

（助成対象者）抗がん剤治療等の副作用による脱毛症状に対処するためにウィッグや帽子を購入

し、現にがん治療を受けている、又は過去にがん治療を受けていた市民 

（助 成 金 額）補正用具の購入に要した費用に相当する額と 10,000 円のいずれか少ない方の額 

（申 請）助成対象者１人につき、生涯１回限り 

（実 施 期 間）：令和 5年 4月から令和 6年 3月まで 

（申請状況）                 （令和 5年度） 

合計 男性 女性 

147 人 4 人 143 人 
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3.予防接種 

定期予防接種 

乳幼児：四種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ）、三種混合（ジフテリア、百日せき、

破傷風）、急性灰白髄炎（ポリオ）、日本脳炎（1 期）、BCG、麻しん、風しん、麻しん風し

ん混合（1期・2期）、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症 

学  童：二種混合（ジフテリア、破傷風）、日本脳炎（2期）、子宮頸がん予防 

高齢者（65 歳以上）：インフルエンザ、高齢者肺炎球菌 

臨時予防接種 

新型コロナウイルス感染症 

 

定期接種予防接種者数（延べ）                                                 （令和 5年度） 

予 防 接 種 名 麻 し ん 風 し ん 
麻しん風しん

混 合 
四 種 混 合 三 種 混 合 日 本 脳 炎 

接 種 者 数 1 人 0 人 5,121 人 10,010 人 3 人 11,314 人 

予 防 接 種 名 二 種 混 合 Ｂ Ｃ Ｇ ポ リ オ 水 痘 
子 宮 頸 が ん 

予 防 
ヒ ブ 

接 種 者 数 2,809 人 2,310 人 0 人 4,681 人 5,640 人 9,298 人 

予 防 接 種 名 
小 児 用 

肺 炎 球 菌 

高 齢 者

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻ ﾞ 

高 齢 者 

肺 炎 球 菌 
B 型 肝 炎 

ロ タウ イル ス

感 染 症 

接 種 者 数 9,302 人 52,714 人 3,583 人 7,003 人 5,726 人 

 

4.精神保健 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神疾患の早期治療の促進活動だけではなく、

社会復帰や社会活動への参加促進並びに、広く市民の心の健康保持増進を図り、関係機関等との緊密

な連携を図りながら精神疾患や精神障害に関する正しい知識の普及や啓発に努めている。 

また自殺対策基本法に基づき、地域自殺対策強化事業交付金を活用し、自殺対策に取り組んでいる。 

 

(1) 精神保健福祉相談件数 

精神疾患・障害(疑い含む)を持つ人や家族に対して、相談に応じる。専門医による相談日も設

けている。 

                                     （令和 5年度） 

 来所相談 訪問相談 電話相談 精神科医による相談（再掲） 

一 般 691 件 456 件 4,578 件 21 件 

思春期  92 件  33 件   271 件 19 件 

合 計 783 件 489 件 4,849 件 40 件 
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(2) 自殺対策強化事業実績  

自殺予防を目的に、相談機関ネットワーク構築、普及啓発、人材育成、自殺未遂者支援に取り

組んでいる。 

（令和 5年度） 

相談機関ネットワーク構築 
大津市自殺対策連絡協議会を開催 

大津市自殺対策庁内連絡会を開催 

普及啓発 

出前講座を実施 

自殺予防週間（9 月 10 日～16 日）及び自殺対策強化月間（3 月）の啓

発 

おおつ健康フェスティバルでの啓発 

アルコール講座の開催 

人材育成 大津市自殺対策研修会の実施 

自殺未遂者支援 大津市「いのちをつなぐ相談員」派遣事業を実施 

 

5.被爆者援護 

広島・長崎で被爆した者に対し、健康診断や医療の給付、各種手当の給付等の援護を県が行って

いる。その際の申請受付や県への経由業務等を行っている。 

    （令和 5年度） 

被爆者健康手帳交付者数 86 件 

各種手当受給者数 医療特別手当 3 件、特別手当 5 件、健康管理手当 54 件、保健手当 7 件 

被爆者健康診断実施状況 
定期健康診断年３回（6 月、9 月、2 月）、がん検診年 1 回（10～11 月）、 

二世健康診断年 1 回（1～3 月） 
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6.難病対策 

難病のうち、国の指定した疾患について、平成 27年 1 月に施行された「難病の患者に対する医

療等に関する法律」に基づき県が特定医療費（指定難病）支給認定事業を実施し、医療費の一部を

公費で助成しており、その際の申請受付や県への経由事務を行っている。（令和 4年度より、更新

申請受付事務は滋賀県が担っている。）  

また、国の定める「難病特別対策推進事業実施要綱」に基づき、難病患者に対する適切な在宅療

養支援が行えるよう、県内難病拠点・協力病院及び関係機関と連携し、在宅療養支援計画策定・評

価事業、訪問相談事業、医療相談事業、訪問指導（診療）事業等を実施している。 

 

(1) 特定医療費（指定難病）支給認定事業  

                               （令和 5年度） 

医療受給者数 新規申請者数 

3,242 件 529 件 

  

(2) 難病患者訪問相談事業及び訪問指導（診療）事業  

（令和 5年度） 

申 請 時 面 接 相 談 訪問指導 面接相談 

延べ 2 件 延べ 69 件 延べ 28 件 

 

(3) 在宅療養支援計画策定・評価事業  

                                （令和 5年度） 

ケース検討会議 年 13 回実施 

ケアマネジメントアドバイザー事業 年 1 回実施 

難病対策地域協議会 

本会 1 回、災害支援部会 1 回実施。 

災害支援部会では避難行動要支援者の状況、保健予防

課における災害時支援対策について、意見交換を行っ

た。また、個別避難計画作成のながれについても確認し

た。 

本会では指定難病の申請状況、難病患者の相談状況、

難病対策地域協議会災害支援部会の報告を行い、難病

支援に対する意見をまとめた。 

 

(4) 医療相談事業及び難病対策研修事業  

（令和 5年度） 

パーキンソン病医療講演会 年 1 回実施 

医療講演会 年 1 回実施 

難病在宅支援従事者研修会 年 1 回実施 

難病患者災害対策従事者研修会 年 1 回実施 
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7.その他の保健事業等 

(1) すこやか相談所 

地域に密着した保健・福祉サービスを提供するために、保健師を配置したすこやか相談所を設

置し、乳幼児健診、妊産婦、育児等の子育てや寝たきり、認知症の予防に関する相談、疾病予防

の見地からの健康教育、地域の保健福祉の窓口として活動している。 

【名称及び位置】 

・和邇すこやか相談所 和邇高城 12（和邇文化センター併設） 

・堅田すこやか相談所 本堅田三丁目 17 番 14 号（堅田市民センター向かい） 

・比叡すこやか相談所 坂本七丁目 24番 1号（平和堂坂本店 3階） 

・中すこやか相談所 浜大津四丁目 1番 1号（明日都浜大津 5階） 

・膳所すこやか相談所 膳所二丁目 5番 5号（さがみ川老人憩の家併設） 

・南すこやか相談所 南郷一丁目 14番 30 号（南老人福祉センター併設） 

・瀬田すこやか相談所 大江三丁目 2番 1号（瀬田市民センター内） 

 

(2) おおつ健康フェスティバル 

高齢社会を迎えた今日、健康で生きがいをもって、人生を豊かに自分らしく、明るく暮らすこ

とができる地域社会を実現するため、市民一人ひとりが健康を振り返り、あるいは体験を通して

健康づくりを見直すきっかけとなることを目的として、平成 3年から毎年実施している。 

日時及び場所 令和 5年 10 月 29 日（日）10時～15 時、明日都浜大津 

※令和 2年度から令和 4年度は新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止 

 

8.医務・薬務 

医療従事者（医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師等）の免許の交付申請に係る事務及び病

院、診療所、助産所、施術所等の開設許可や届出事務を行うとともに、これら施設の指導監視を行

っている。 

また、薬局、医薬品販売業、高度管理医療機器等販売業･貸与業及び毒物劇物販売業に係る許可

申請、登録申請、変更届等の審査事務を行うとともに、これら施設の監視指導を行っている。 

 

（1）医療等施設数 

                                   （令和 6年 3月末現在） 

 

 

（2）開設者別病院及び許可病床数 

                                   （令和 6年 3月末現在） 

 

 総数 病院 一般診療所 歯科診療所 助産所 施術所 歯科技工所 衛生検査所 

施設数 874 15 309 146 29 306 65 4 

病院数 
許 可 病 床 数 

 精神病床 感染症病床 結核病床 一般病床 療養病床 

15 3,802 828 8 37 2,273 656 
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（3）診療所施設数及び許可病床数 

                         （令和 6年 3月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）薬局・医薬品販売等施設数 

(令和 6年 3月末現在) 

 薬 局 

薬局製造販売

医 薬 品 

製 造 販 売 業 

薬局製造販売

医 薬 品 

製 造 業 

店舗販売業 卸売販売業 
薬 種 商 

販 売 業 

施設数 157 8 8 72 17 1 

 

高 度 管 理 

医 療 機 器 

等 販 売 業 

・ 貸 与 業 

高 度 管 理 

医 療 機 器 

等 販 売 業 

高 度 管 理 

医 療 機 器 

等 貸 与 業 

管 理 

医 療 機 器 

販 売 業 ・ 

貸 与 業 

管 理 

医 療 機 器 

販 売 業 

管 理 

医 療 機 器 

貸 与 業 

施設数 123 51 1 180 805 6 

 

毒 物 劇 物 

販 売 業 

（ 一 般 ） 

毒 物 劇 物 

販 売 業 

（農業用品目） 

毒 物 劇 物 

販 売 業 

（特定品目） 

毒 物 劇 物 

業 務 上 

取 扱 者 

特 定 毒 物 

研 究 者 

特 定 毒 物 

使 用 者 

施設数 80 8 0 1 12 0 

 

（5）医療及び薬事監視実施状況 

                                 (令和 6年 3月末現在) 

 

 薬 局 

薬局製造販売

医 薬 品 

製 造 販 売 業 

薬局製造販売 

医 薬 品 

製 造 業 

店舗販売業 卸売販売業 
薬 種 商 

販 売 業 

実施数 52 件 2 件 2 件 23 件 0 件 1 件 

 

高 度 管 理 

医 療 機 器 

等 販 売 業 

・ 貸 与 業 

高 度 管 理 

医 療 機 器 

等 販 売 業 

高 度 管 理 

医 療 機 器 

等 貸 与 業 

管 理 

医 療 機 器 

販 売 業 ・ 

貸 与 業 

管 理 

医 療 機 器 

販 売 業 

管 理 

医 療 機 器 

貸 与 業 

実施数 29 件 12 件 0 件 36 件 49 件 0 件 

 

毒 物 劇 物 

販 売 業 

（ 一 般 ） 

毒 物 劇 物 

販 売 業 

（農業用品目） 

毒 物 劇 物 

販 売 業 

（特定品目） 

毒 物 劇 物 

業 務 上 

取 扱 者 

特 定 毒 物 

研 究 者 

特 定 毒 物 

使 用 者 

実施数 25 件 3 件 0 件 1 件 5 件 0 件 

 

区 分 施設数 病 床 数 

総 数  455  一般病床 療養病床 

一般診療所 309 121 104 17 

 
有床診療所  10 121 104 17 

無床診療所 299   0 － － 

歯科診療所 146   0 0 0 

 総数 病院 一般診療所 歯科診療所 助産所 施術所 歯科技工所 衛生検査所 

実施数 130 件 16 件 25 件 19 件 0 件 67 件 1 件 2 件 



139 

（6）医師・薬剤師・看護師等免許申請件数 

(令和 6年 3月末現在) 

 

 

 

 

 

9.医療体制 

(1) 小児救急医療 

  ・目 的 休日、夜間における初期医療から高度医療を必要とする小児急病患者の受入れ

を、24 時間体制で対応している。 

  ・診療体制 大津赤十字病院（共同利用型方式） 

  ・協力医師 大津赤十字病院、大津市医師会、京都大学医学部附属病院小児科 

 

  （受診状況）    （令和 5年度） 

受   診   者    数 

9,397 人 

 

(2) 二次救急医療 

 ・目 的 休日、夜間における専門的な治療を要する救急患者に対応するため、後方医療

機関が輪番制により救急医療体制を整備している。 

  

 ・診療体制 大津赤十字病院、地域医療機能推進機構滋賀病院、市立大津市民病院、琵琶湖

大橋病院、滋賀医科大学医学部附属病院の各後方医療機関による輪番制 

大津赤十字病院 毎月 金曜日、土曜日、 

  日曜日（第 2・第 4・第 5） 

地域医療機能推進機構滋賀病院 毎月 月曜日（第 1・第 3）  

市立大津市民病院 毎月 月曜日（第 2・第 4・第 5）、火曜日、 

 水曜日、日曜日（第 1・第 3） 

琵琶湖大橋病院 毎月 月曜日（第 1・第 3） 

滋賀医科大学医学部附属病院 毎月 木曜日 

  

   （受診状況）               （令和 5年度） 

 受   診   者   数 

大 津 赤 十 字 病 院 9,385 人 

地域医療機能推進

機 構 滋 賀 病 院 
 124 人 

市立大津市民病院 6,034 人 

琵 琶 湖 大 橋 病 院   230 人 

滋賀医科大学医学部

附 属 病 院 
  528 人 

 

 医師 歯科医師 薬剤師 助産師 保健師 看護師 

件数 76 件 3 件 55 件 13 件 45 件 298 件 

 
診療放射線 

技師 
理学療法士 作業療法士 

臨床検査 

技師 
視能訓練士 

衛生検査 

技師 

件数 9 件 47 件 26 件 24 件 3 件 0 件 
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(3) 休日救急歯科診療 

・目  的   休日等における歯科の救急診療体制を充実するため、歯科診療所の当番制によ

り休日歯科診療を実施している。 

・診療体制   大津市歯科医師会会員の歯科診療所の当番制 

  

（受診状況）                 （令和 5年度） 

受   診   者   数 

151 人（うち大津市民 127 人） 

 

(4) 地域リハビリテーション支援 

在宅療養中の脳卒中維持期の患者、難病患者、障害者等が、地域で安心して生活できるよう、

在宅医療・介護の現場でリハビリテーションに携わる専門職や関係機関・団体の支援と連携のシ

ステムを整備することを目的として実施している。 

 

ア リハビリテーション従事者研修会      （令和 5年度） 

実 施 回 数 6 回 

参 加 人 数 226 名 

 

 

イ 在宅療養者相談指導            （令和 5年度） 

相談指導件数 

8 件 

 

ウ 地域リハビリ講師派遣事業         （令和 5年度） 

講 演 回 数 50 回 

 

(5) 在宅医療の推進 

今後の在宅医療ニーズの高まりに対応をしていくため、医療介護関係者の連携を推進していく

必要がある。このため、関係機関、地域、行政等が課題や目標を共有し、それぞれの立場で、ま

た時には協働により取組を進めている。 

 

ア 研修会及び市民啓発 

 

① 研修会                   （令和 5年度） 

実施回数 参加人数 

20 回 988 人 

 

② 在宅療養・看取りについての市民啓発（在宅療養応援講座） （令和 5年度） 

実施回数 参加人数 

8 回 460 人 
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イ 拠点訪問看護ステーション 

在宅療養における医療ニーズへの対応力の向上を目的に 3か所の訪問看護ステーションに委

託。 

 

主な機能と活動実績 

① 主に専門職、関係機関からの相談対応（電話・来所・訪問）     （令和 5年度） 

相談件数 主な相談者 

226 件 介護支援専門員・病院関係者・診療所医師等 

 

② 担当エリアの連携推進 

在宅医療介護連携推進のための会議等への参加 参加回数  79 回 

   地域の介護サービス事業所での研修会開催 

   居宅介護支援事業所への連携に関するアンケート調査 

 

③ 訪問看護ステーション間の連携体制強化 

小規模訪問看護ステーションとの情報交換会の開催 

 

10.子ども発達相談センター 

(1) 目的 

発達障害者支援法に基づき、発達障害への早期対応を目的とし、専門的な相談と支援を行う。

具体的には、発達障害（発達障害の定義は発達障害者支援法に基づく）及びその可能性のある

子どもへの相談を実施することで、二次障害を予防し、子どもへの適切な支援がなされるよう

に、専門職種による相談と診断、保護者支援、関係機関との連携、研修会などにより、子ども

と保護者への支援を行うことで福祉の増進を図るものである。 

このセンターは、大津市の福祉・保健・教育の三部局が連携し、子どもの発達に関する相談

窓口の必要性を協議して開設に至った。その経過を踏まえ、乳幼児から学齢期まで途切れるこ

とのない支援体制を整えるために、関係各機関と連携しながら施策提案をすすめる役割も担っ

ている。 

 

(2) 対象 

大津市に在住する3歳6か月児健診終了後の幼児から中学生までの子どもとその保護者を対

象とする。主に発達障害及びその可能性のある発達支援を要する子どもを対象とする。 

 

(3) 相談内容 

子どもの発達に関する保護者からの相談に対して、発達、心理、環境要因を踏まえて総合的

に評価を行い、保護者の子どもに対する理解を促し、対応や支援の方向性を校園等とも共有す

ることで、保護者の子育てと、子どもの育ちをサポートする。相談業務の流れは以下のとおり

である。（図参照） 

 

  
 
 
 
 
               
 
 
 ※必要に応じて検査の内容や専門職種の相談、観察等のプランを立てながら実施、継続児は主訴に応じて対応 

申込 受理面接 

受理会議 
医師相談 

作業療法相談 
発達相談 

保護者や子どもとの

継続相談 

校・園との連絡(情報シート)・連携・観察訪問・校園への結果報告 
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(4) 実績 

令和 5年度の相談・連携延べ件数                      (単位:件) 

相談支援内容 2～5歳児 小学生 中学生 中卒後 計 

受理面接 199 266 37 0 502 

発達相談 758 1,252 269 0 2,279 

医療相談 18 264 144 51 477 

保護者学習会 38 81 43 0 162 

保護者相談 164 428 140 0 732 

作業療法相談 18 109 0 0 127 

相談同席 3 12 3 0 18 

観察訪問 281 123 0 0 404 

関係機関連携 936 1,195 349 0 2,480 

合 計 2,415 3,730 985 51 7,181 

※報告書作成件数（保護者用報告書、紹介状、紹介状返答、申し送りなどの文書） 849 件 
 
① 利用児の状況 

相談実人数  1,124 人（新規 492 人 継続 632 人）  相談支援延べ件数 8,030 件 

1 人あたり 7回の支援  月平均 41 件の新規申込 

「相談実人数」は、センター開設以来最多であった。学年別にみると、5歳児が最多で、

次いで小 2、小 1であった。 

 

② 相談の主訴（重複） 

   「対人関係」の主訴が最も多く、続いて「こだわり」「学習面」「過敏さ」などがある。 

 

③ 連携校園数 

① 公立小・附属小・公立中・特別支援学校・私立中・（市外の私立校も含む）－ 62 校 

② 公私幼稚園・公民保育園・こども園（市外園も含む）－  118 園 
 

④ 研修会 

保護者向けの研修会（内部講師）1回、関係者向けの研修会（外部講師 1回、内部講師 1

回）2回、市民向け公開講座（外部講師）1回、年間計 4回の研修会を実施した。（合計 359

人の参加） 

 ※うち 2回は後日録画配信をした。 

 

⑤ 保護者学習会 

「保護者学習会（定例）」 25 回（1クール 5回×5ール） 

 利用実人数 26 人（延べ数 94人） 

「全体交流会」 6 回 利用実人数 15 人（延べ数 35 人） 

「また会おう会」 5 回 利用実人数  8 人（延べ数 8人） 

 年間合計 36 回 



 

国保・後期高齢・医療助成・年金 

 

 

 

１．国民健康保険事業 

 

２．後期高齢者医療制度 

 

３．福祉医療費助成事業 

 

４．国民年金事業 

 

５．大津市在日外国人老齢・障害福祉金支給事業 
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国保・後期高齢・医療助成・年金 

1.国民健康保険事業 

国民健康保険(国保)は、社会保障制度の中の一つとして位置づけられており、病気・ケガ・出

産・死亡などに対して、加入者がそれぞれの収入に応じて、日ごろからお金を出し合い、必要な

費用に充てようという、助け合いを基本とした地域医療保険制度である。 

国保は、職域の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している

人、生活保護を受けている人などを除いて、その市町に住んでいる人は、みんな国保に加入する

ことが義務づけられている。 

平成 30 年度からは滋賀県が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な運営に向けての中心的

役割を担うことになり、一方、大津市は保険料賦課・徴収・保険給付・保健事業等、住民に対す

るきめ細かい事業に取り組むこととなった。このような中で、健診の助成等により、被保険者の

健康増進事業に積極的に取り組むとともに、レセプト点検事務等による医療費適正化や保険料収

納率向上対策事業に取り組み、国保事業の健全運営に努めている。 

 

(1) 加入状況                          （令和 6年 3月末現在） 

年度 

全    市 （人） 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 (人) 加入率（％） 

世帯数 人口 世帯数 
一般 退職 

計 世帯 計 

① ② ③ ④ ③/① ④/② 

R1 150,703 343,550 43,059 67,225 6 67,231 28.57 19.60 

R2 152,682 343,835 43,329 66,998 0 66,998 28.38 19.49 

R3 154,306 343,817 43,149 65,712 0 65,712 27.96 19.11 

R4 156,166 343,839 41,657 62,925 0 62,925 26.67 18.30 

R5 157,531 343,371 40,702 60,295 0 60,295 25.84 17.56 

 

(2) 国民健康保険料  

(イ) 賦課期日 ・・・・・4月 1日 

(ロ) 本算定 ・・・・・6月 2日 

(ハ) 計算方法 ・・・・・前年中(令和 5 年 1 月～令和 5 年 12 月)所得と国保加入者数等を基

礎として年間の保険料を下記のように計算する。 

区    分 令和 6 年度の保険料率 前年度 

医
療
分 

① 所得割 
（前年中の所得－基礎控除） 

6.8/100 
賦課基準額×7.1/100 

② 均等割 被保険者 1 人につき  28,500 円 26,100 円 

③ 平等割 1 世帯につき  19,200 円 17,400 円 

Ａ 
年間保険料 最高限度額 65 万円 

65 万円 
①+②+③ 年度途中加入→年額×加入月数 /月 

支
援
金
分 

① 所得割 
（前年度中の所得－基礎控除） 

2.7/100 
賦課基準額×2.7/100 

② 均等割 被保険者 1 人につき  11,100 円 10,200 円 

③ 平等割 1 世帯につき  7,500 円 6,600 円 

Ｂ 
年間保険料 最高限度額  24 万円 

22 万円 
①+②+③ 年度途中加入→年額×加入月数 /月 
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区    分 令和 6 年度の保険料率 前年度 

介
護
分 

① 所得割 
（前年中の所得－基礎控除） 

2.7/100 
賦課基準額×2.6/100 

② 均等割 被保険者 1 人につき  11,100 円 11,100 円 

③ 平等割 1 世帯につき  5,400 円 5,400 円 

Ｃ 
年間保険料 最高限度額  17 万円 

17 万円 
①+②+③ 年度途中加入→年額×加入月数 /月 

注)40～64 歳の被保険者が加入されている世帯については、Aと BとＣの合計額になる。 

なお年度途中で 65歳に到達する被保険者の介護納付金賦課分については、到達前月までの保険

料を計算して年間保険料とする。 

※年度途中で 40 歳に到達する被保険者が加入されている世帯については、到達後その者の介護納

付金賦課分を計算して保険料を変更する。 

 

(ニ) 保険料の状況  

年  度 

保 険 料 率 一人当り 一世帯当り 収 納 率 

所得割 
均等割

(円) 

平等割

(円) 

調 定 額

(円) 

調 定 額

(円) 
現 年 滞 納 

R1 

基 礎 7.6％ 28,500 20,400 69,974 110,277 94.67％ 19.39％ 

支 援 2.6％ 9,600 6,900 23,594 37,183 94.64％ 19.38％ 

介 護 2.1％ 9,300 4,200 22,643 26,439 92.05％ 17.70％ 

R2 

基 礎 7.3％ 28,200 19,800 68,260 105,548 95.73％ 24.47％ 

支 援 2.6％ 9,600 6,900 23,609 36,506 95.70％ 24.56％ 

介 護 2.2％ 10,200 5,100 24,102 28,018 93.46％ 22.56％ 

R3 

基 礎 7.2％ 25,500 17,700 65,957 100,446 95.95％ 21.84％ 

支 援 2.8％ 9,900 6,900 25,034 38,124 95.90％ 21.80％ 

介 護 2.6％ 11,100 5,400 27,023 31,330 93.72％ 20.55％ 

R4 

基 礎 6.8％ 26,100 17,400 64,973 98,145 95.84％ 21.01％ 

支 援 2.7％ 10,200 6,600 24,975 37,727 95.79％ 21.19％ 

介 護 2.7％ 11,100 5,400 27,545 31,692 93.62％ 20.89％ 

R5 

基 礎 6.8％ 26,100 17,400 65,360 96,822 95.84％ 18.97％ 

支 援 2.7％ 10,200 6,600 25,351 37,555 95.81％ 19.10％ 

介 護 2.7％ 11,100 5,400 27,396 31,575 93.71％ 18.55％ 

 

(3) 保険給付 

☆ 保険給付割合 

0 歳 ～ 義務教育就学前 2 割 

小学生 ～ 70 歳未満 3 割 

70 歳以上 75 歳未満 2 割～3割 

その他 出産育児一時金  

令和 5年 4月以降の出産 500,000 円（産科医療補償制度対象の出産の場合） 

488,000 円（上記以外の出産の場合） 

     令和 5年 3月以前の出産 420,000 円（産科医療補償制度対象の出産の場合） 

408,000 円（上記以外の出産の場合） 

葬祭費            50,000 円 
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医療費の状況 

（ア）医療費（医療諸費）の総額 

年度 

一        般 退        職 

件 数 
費用額 

（千円） 

前年比 

(％) 
件 数 

費用額 

（千円） 

前 年 比 

(％) 

R1 1,185,216 26,801,983 100.85 1,318 26,802 18.34 

R2 1,087,745 25,795,558 96.24 18 332 1.24 

R3 1,138,831 26,733,761 103.64 0 -118 -35.54 

R4 1,139,202 26,258,585 98.22 0 0 0 

R5 1,117,091 26,137,008 99.54 0 0 0 

（イ)1 人当り 医療費（医療諸費） 

年度 
一般 退職 合計 

（円） 前年比(％) （円） 前年比(％) （円） 前年比(％) 

R1 391,013 103.45 496,342 114.45 391,096 103.40 

R2 380,426 97.29 332,019 66.89 380,425 97.27 

R3 398,922 104.86 0 0 398,922 104.86 

R4 402,894 101.00 0 0 402,894 101.00 

R5 418,667 103.91 0 0 418,667 103.91 

 

2.後期高齢者医療制度 

滋賀県の後期高齢者医療制度の運営は、県内 19 の市町で構成する「滋賀県後期高齢者医療広域

連合」が担っている。広域連合では、資格管理や保険料率算定、保険料額決定、医療給付、保健

事業などの事務を行い、各市町では、保険証等の引渡し、保険料徴収方法決定、保険料収納、申

請受付、窓口対応などの事務を行っている。本市においても被保険者が安心して医療にかかれる

よう、滋賀県後期高齢者医療広域連合と連絡を密にし、制度の適正な運用に努めている。 

 

(1) 被保険者数等                  （令和 6年 3月末現在）(単位：人) 

年度 被保険者 
内障害

認定 

負担割合 限度額認定 特 

定 

疾 

病 

3 割 2 割 1 割 区分Ⅱ 内長期 区分Ⅰ 

R1 44,344 258 3,181 - 41,163 5,086 180 4,033 379 

R2 44,952 262 3,196 - 41,756 5,506 253 4,233 513 

R3 46,485 249 3,423 - 43,062 5,079 168 3,896 497 

R4 49,146 234 3,638 13,354 32,154 6,156 124 4,342 536 

R5 51,914 211 3,973 13,805 34,136 6,169 92 4,149 409 

 

(2) 保険料（賦課期日 4月 1日） 

保険料は毎年 7月、前年中の所得をもとに計算する。 

また、原則年金からの特別徴収（天引き）により徴収される。 

保険料(年額) ＝ 所 得 割 ＋ 均 等 割 （賦課限度額 80 万円） 

所 得 割 ＝ （総所得金額等－43 万円）×保険料率（令和 6・7年度は 9.56％） 

均 等 割 ＝ 一定金額（令和 6・7年度は 48,604 円） 

※保険料率と均等割額は滋賀県後期高齢者医療広域連合で決定される。 

※保険料の均等割に軽減があり、世帯主とその世帯の全被保険者の所得により判定する。 
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・保険料の状況  

年度 
保 険 料 率 現年保険料

調定額(千円) 

賦課人数

(人) 

一人当り 

調定額(円) 

収 納 率 

所得割 均等割(円) 現 年 滞 納 

R1 8.26％ 43,727 3,394,001 46,779 72,554 99.51％ 44.00％ 

R2 
8.70％ 45,512 

3,653,022 45,320 80,605 99.63％ 44.93％ 

R3 3,731,523 49,161 75,904 99.62％ 39.47％ 

R4 
8.70％ 46,160 

3,946,083 52,105 75,733 99.57％ 38.81％ 

R5 4,180,424 54,799 76,287 99.55％ 35.46％ 

※一人当り調定額算定で使用する被保険者数は年度内の賦課人数であるため、4/1 時点の被保険者

数とは異なる。 

 

・保険料軽減等の状況 

年度 
賦課限度超過 

対象者数(人) 

均等割軽減人数(人) 

H30：9 割 

R1：8 割 

R2-R5： 

7 割 

H29-R1： 

8.5 割 

R2： 

7.75 割 

5 割 2 割 被扶養者 

R1 510 7,581 7,790 3,833 5,459 1,924 

R2 458 7,367 7,731 3,907 5,590 1,850 

R3 519 16,398 － 4,451 6,145 1,884 

R4 549 17,415 － 4,987 6,675 1,926 

R5 643 18,162 － 5,797 7,685 2,004 

 

(3) 医療費の状況 

年

度 

平均被保険 

者数(人) 

医療費 (千円) 一人当り

年間医療

費(円) 診療費 
食事・生活

療養費 

訪問看護

療養費 

療養費 

の支給 
計 

R1 43,820 41,966,795 1,128,690 257,319 463,144 43,815,948 999,908 

R2 44,699 40,440,663 1,061,218 330,537 394,169 42,226,587 944,688 

R3 45,532 41,795,506 1,022,732 391,467 389,218 43,598,923 957,545 

R4 47,905 45,199,331 1,055,539 424,919 396,913 47,076,702 982,710 

R5 50,623 47,561,251 1,100,367 547,905 356,037 49,565,560 979,111 

※一人当り医療費算定で使用する被保険者数は年度内の各月被保険者の平均数である。 
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3.福祉医療費助成事業 

老人・障害者等に対する医療費の自己負担金分の助成に係る事業を行っている。 

(1) 老人福祉医療費助成事業 

65 歳～74歳の低所得世帯（高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金相当

額を負担(1 割もしくは 2割負担)）  

 

(2) 福祉医療費助成事業 

心身障害者(児)、精神障害者(児)、母子・父子家庭、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢 

寡婦、乳幼児（自己負担分なし）、子ども（従来までは小学 1年生から小学 6年生までを助成

対象としていたが、令和 5 年 10 月 1 日から中学 3年生までに制度を拡充した。） 

 

(3) 重度心身障害老人等福祉助成費支給事業 

重度心身障害老人、母子家庭老人、父子家庭老人、(高齢者の医療の確保に関する法律の規 

定による一部負担金の助成) 

 

                      年度      

制度 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

件  数

(件) 

助 成 額

(円) 

件  数

(件) 

助 成 額

(円) 

件  数

(件) 

助 成 額

(円) 

老
人 

6 5 歳 ～ 7 4 歳 

低 所 得 
県制度 37,607 47,148,698 35,456 42,862,785 32,070 38,908,973 

障 
 

 
 

害 
 

 
 

者 

身 体 障 害 者 
県制度       

市制度 県制度  県制度  県制度  

知 的 障 害 者 
県制度 60,557 407,024,122 60,842 415,347,040 61,903 427,778,683 

市制度 市制度  市制度  市制度  

心 身 障 害 者 
県制度 13,008 62,436,372 13,964 62,848,030 14,735 70,234,014 

市制度       

精 神 障 害 者 
県制度 24,369 34,204,939 25,815 35,407,577 27,003 36,339,961 

市制度 423 709,416 548 909,824 609 987,943 

重度心身障害老人等 
県制度 57,892 200,140,433 57,685 198,598,724 60,779 221,070,572 

市制度 2,361 14,126,361 2,459 15,566,560 2,464 16,043,380 

重度精神障害老人 
県制度 1,448 2,312,304 1,704 2,480,850 1,907 2,697,178 

市制度 0 0 0 0 29 75,667 

母
子 

母 子 家 庭 
県制度 68,400 191,296,303 70,549 191,087,165 78,721 212,864,978 

市制度 296 835,998 348 2,888,228 391 1,102,654 

母 子 家 庭 老 人 県制度 17 37,977 21 49,120 26 57,173 

父
子 

父 子 家 庭 県制度 2,487 9,528,483 2,294 7,402,762 2,362 8,260,595 

父 子 家 庭 老 人 県制度 26 99,080 31 69,419 4 4,109 

寡
婦 

ひ と り 暮 ら し 寡 婦 県制度 2,573 11,160,400 3,035 12,054,494 3,573 12,960,031 

ひとり暮らし高齢寡婦 県制度 2,525 3,455,634 2,633 3,467,493 2,717 3,440,632 

乳
幼
児 

乳 幼 児 医 療 県制度 286,317 568,775,928 297,857 561,698,220 341,010 661,295,299 

子
ど
も 

子 ど も 医 療 市制度 185,734 376,119,854 197,475 390,639,398 270,450 540,938,500 

 
 



記 補助
対象

号 区分
人数

65歳～69歳 市県民税非課税世帯の老人　/　平成26年8月2日以降で65歳以上70歳未満の者 247

 70歳～74歳 市県民税非課税世帯の老人 861

41 県 身障1、2級の者 1,643

41 県 知的障害重度の者 534

47 市 知的障害中度の者、県の所得制限にかかった者 479

41 県 身障3級で知的障害中度の者 9

70 県 精神1級又は2級で通院医療費公費負担適用を受けている者 1,434

71 市 県の所得制限にかかった者 24

75 県 精神１級または２級で通院医療費公費負担適用を受けている者 123

76 市 県の所得制限にかかった者 3

43 県 18歳に達する日の属する年度の末日を経過するまでの者を扶養する母と該当者 5,385

★

40 市 小学校１年生から中学校３年生 26,081

  ・母子は、児童扶養手当施行令の所得制限に準ずる。

乳
幼
児

　
障
害
者

ひ
と
り
親
家
庭

精 神 障 害 者

特 別 児 童 扶 養 手 当 １ 級
支 給 児 童

身 体 障 害 者

知 的 障 害 者

重 度 精 神 障 害 老 人

心 身 障 害 者

重 度 身 体 障 害 老 人

82 県 精神１級の者、精神２級で身障３級の者、精神２級で知的障害中度の者 55

重 度 精 神 障 害 老 人
通 院 医 療 費 助 成

64

重 度 知 的 障 害 老 人

82 県 知的障害重度の者

41 県 精神１級の者、精神２級で身障３級の者、精神２級で知的障害中度の者 133

47 市 3

41 県 特別児童扶養手当１級支給対象児童 0

47 市 県の所得制限にかかった者 0

大　　津　　市　　医　　療　　助　　

 
区分
    対象別

対　　　象　　　要　　　件

47 市

老
人

低 所 得 42 県

47 市 身障3級で20歳未満の者、県の所得制限にかかった者 172

身障４級で知的障害軽度の６歳に達した日以後最初の３月３１日を経過し２０歳に達する日の
属する月の末日を経過していない者、県の所得制限にかかった者

2

母 子 家 庭

49 市
18歳に達する日の属する年度の末日を経過した者で20歳未満の高等学校在学中の者を扶
養する母と該当者、身障1～3級又は知的障害重度～軽度で18歳以上65歳未満の者の介護
のため就労できない母子家庭の母と該当者

精 神 障 害 者
通 院 医 療 費 助 成

県の所得制限にかかった者

85

82

85 市

2

県 身障１、２級の者

県の所得制限にかかった者 0

26

2,039

市 知的障害中度の者、県の所得制限にかかった者 16

49 市
18歳に達する日の属する年度の末日を経過した者で20歳未満の高等学校在学中の者を扶
養する父と該当者

0

県の所得制限にかかった者

44 県 18歳に達する日の属する年度の末日を経過するまでの者を扶養する父と該当者

県の所得制限にかかった者 3

母 子 家 庭 老 人

83 県
18歳に達する日の属する年度の末日を経過するまでの者を扶養する後期高齢者医療受給
中の母

1

重 度 心 身 障 害 老 人

82 県 身障３級で知的障害中度の者

父 子 家 庭

86 市
身障1～3級又は知的障害重度～軽度で18歳以上65歳未満の者介護のため就労できない母
子家庭で後期高齢者医療受給中の母

0

256

0

85 市

85 市

ひ と り 暮 ら し 寡 婦 45 県
母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第４項に規定する寡婦（以前母子家庭として認定さ
れていた者）であり、おおむね1年以上ひとり暮らしが続き、今後もその状態が続くとみとめら
れる者で、65歳未満の者

106

父 子 家 庭 老 人 84 県
18歳に達する日の属する年度の末日を経過するまでの者を扶養する後期高齢者医療受給
中の父

0

母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第４項に規定する寡婦（以前母子家庭として認定さ
れていた者）であり、おおむね1年以上ひとり暮らしが続き、今後もその状態が続くとみとめら
れる者/　平成26年8月2日以降で65歳以上70歳未満の者

45

 65歳～69歳

ひとり暮らし
高 齢 寡 婦

46 県

母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第４項に規定する寡婦（以前母子家庭として認定さ
れていた者）であり、おおむね1年以上ひとり暮らしが続き、今後もその状態が続くとみとめら
れる者/平成26年8月１日以前で65歳以上70歳未満の者

0

 70歳～74歳
母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第４項に規定する寡婦（以前母子家庭として認定さ
れていた者）であり、おおむね1年以上ひとり暮らしが続き、今後もその状態が続くとみとめら
れる者/　平成26年8月1日以降で70歳以上75歳未満の者

51

乳 幼 児 医 療 40 県 0歳～就学前 15,462

子 ど も 医 療

   （注）・県の所得制限は、国民年金法施行令に準ずる。　　　

8,313

子
ど
も

高 校 生 世 代 40 県
１５歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から１８歳に達する日以後最初の３月３１日を
経過していない者
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成　　制　　度　　一　　覧　　表
R6.4.1現在

所得 実　施
制限 年月日

S48.10.1

S48.10.1

S48.4.1

S48.10.1

S48.4.1
S51.10.1

S48.4.1

H8.8.1

H12.8.1

H15.8.1

H16.8.1

H17.8.1

H18.10.1

H21.10.1

H28.4.1

無 大津市医療費助成条例

H23.1.1
H27.1.1
H29.1.1
R5.10.1

619,207

                                            福祉医療費助成対象者数　　63,572人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県　　　　36,723人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市　　　　26,849人

・高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金を助成。
（※１）と同様

・通院公費負担適用の自己負担10％分を助成。

499,372

35,383

234,394

2,400

〈自己負担額〉
入院：1日/1,000円、月限度額14,000円。
入院：(保険医療機関等ごとの医科、歯科ごと)
通院：保険医療機関等ごとの医科、歯科ごとに月500円。
通院：院外薬局自己負担無。

・高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金を助成。

（※１）と同様

　

根 拠 法 令 等

R6年度
扶助費
予算額
  (千円）

H26.8.1大津市老人福祉医療費助成条例 42,862

備　　　　　　考

有
・高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金を負担　（2割負担）

・高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金を負担　（1割負担）

S48.4.1 ・本人、配偶者、扶養義務者、直系親族及び兄弟姉妹いずれもが、市町村民税非
課税の場合は一部負担金を助成。
・課税の場合は自己負担が必要。

S48.4.1

（※１）

R6.4.1 ・通院公費負担適用の自己負担10％分を助成。有 大津市医療費助成条例

・通院公費負担適用の自己負担10％分を助成。

・通院公費負担適用の自己負担10％分を助成。

R6.4.1

H14.8.1

有
大津市重度障害老人等福祉助成

費支給要綱

R6.4.1

R6.4.1

R6.4.1

H14.8.1

S58.2.1

S58.2.1

S58.2.1

R6.4.1

大津市医療費助成条例 653,975

平成28年4月1日より医療保険各法による自己負担額２割分を県費補助で助成

同時に県費補助対象所得制限撤廃

無

大津市医療費助成条例

H8.10.1

・有効期限は0歳から就学前まで

　　（4月１日生まれは6歳の誕生日の前日3月31日まで）

〈自己負担額〉

 平成21年10月1日より自己負担無し

医療保険各法による自己負担額2割分を助成

↓

H27.4.1

有
大津市重度障害老人等福祉助成

費支給要綱

S58.2.1

57

215,625

有 大津市医療費助成条例
S49.4.1
S54.7.1

有

（※１）と同様

有 H8.10.1 6

有 大津市医療費助成条例

H8.10.1 11,828

（※１）と同様

H15.8.1

3,224

・高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金を負担　（1割負担）

H26.8.1

・高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金を負担　（2割負担）

・高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金を負担　（1割負担）

・高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金を助成。
（※１）と同様

0

無 大津市医療費助成条例 R6.4.1 158,960

〈自己負担額〉
入院：1日/1,000円、月限度額14,000円(保険医療機関等ごとの医科、歯科ごと)
通院：保険医療機関等ごとの医科、歯科ごとに月500円。院外薬局自己負担無。
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4.国民年金事業 

国民年金事業の沿革 

昭和34年  

 

 

35 年 

36 年 

 

40 年 

42 年 

43 年 

45 年 

 

 

47 年 

49 年 

51 年 

53 年 

55 年 

 

57 年 

60 年 

61 年 

平成 3 年  

 

5 年 

 

7 年 

8 年 

9 年 

12 年 

 

14 年 

 

 

 

17 年 

 

18 年 

 

19 年 

4 月 

8 月 

11月 

10月 

4 月 

11月 

4 月 

4 月 

4 月 

5 月 

7 月 

10月 

10月 

1 月 

3 月 

7 月 

4 月 

9 月 

1 月 

6 月 

4 月 

4 月 

5 月 

4 月 

7 月 

4 月 

5 月 

1 月 

4 月 

 

4 月 

 

 

 

4 月 

7 月 

3 月 

7 月 

4 月 

国民年金法成立 

民生課に国民年金係設置 

国民年金法施行。福祉年金の支給開始 

拠出制国民年金適用受付事務開始 

保険料の徴収事務開始 

通算年金通則法制定 

機構改革により保険年金課に移る 

瀬田町、堅田町合併により台帳を引継ぐ 

大津市国民年金協会設立 

農業者年金基金法制定 

特例納付制度(付則 13 条)実施 

付加保険料(月 400 円)受付開始 

拠出年金事務について電算処理開始 

特例納付制度(付則 18 条)実施 

口座振替による収納開始 

特例納付制度(付則 4条)実施 

住民情報システム等他部署システムの連携開始 

一部金融機関との間で口座振替のテープ交換開始 

法改正による外国人適用開始 

オンラインシステムによる年金事務開始 

年金法改正による基礎年金の導入 

機構改革により保険年金課から年金課に独立。年金法改正による学生の適用開始 

地域型国民年金基金設立 

在日外国人老齢福祉金・障害福祉金支給事業開始 

従来からの 3月毎に一回の納入通知書の送付を毎月送付に変更 

郵便局の自動払込による収納開始 

京都電子計算(Kip)の委託方式から自庁導入による年金オンラインシステム開始 

基礎年金番号制導入 

地方分権一括法の施行に伴う機関委任事務廃止による法定受託事務化 

年金法改正による学生納付特例制度開始 

機構改革により年金課から保険年金課に統合 

地方分権一括法の施行に伴う年金法の改正による国民年金保険料印紙検認事務

の廃止 

半額免除制度開始、第 3号被保険者届の事業主経由開始 

若年者納付猶予制度開始  特別障害給付金制度開始 

申請全額免除等にかかる継続申請方式の導入 

志賀町合併により台帳を引き継ぐ 

多段階免除制度開始 

受給権者の届出による年金給付の支給停止制度の導入 

 7 月 年金時効特例法施行 

22 年 1 月 「日本年金機構」設立（社会保険庁廃止）  延滞金軽減法の施行 

23 年 4 月 障害年金加算改善法の施行 

24 年 10月 後納制度開始（平成 30年 9 月 制度廃止） 

26 年 4 月 免除・猶予・学生特例申請遡及期間延長 

29 年 8 月 年金受給資格期間の短縮 

30 年 3 月 マイナンバーによる届出受付開始 

31 年 4 月 産前産後免除制度開始 
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令和 4 年 4 月 年金手帳廃止（「基礎年金番号通知書」の発行へ移行） 

 5 月 マイナポータルからの電子申請開始（日本年金機構） 

※資格取得（種別変更）、保険料免除・猶予、学生納付特例から順次拡大 

 

 

 

 

被保険者数及び加入状況               （単位：人） 

年 

度 

被 保 険 者 数 免 除 被 保 険 者 数 
付 加 年 金 加 入 

被 保 険 者 数 (再 掲 ) 
不   在

被 保 険

者   数 
計 第 1号 第 3号 任意 計 法定 申請 

納付 

猶予 
学生 計 強制 任意 

H31 65,617 38,541 26,476 600 17,836 3,189 6,666 1,860 6,121 2,768 2 2,766 268 

R2 65,234 39,015 25,631 588 18,336 3,168 7,271 1,919 5,978 2,804 2 2,802 212 

R3 64,111 38,541 24,912 658 18,013 3,306 7,275 1,850 5,582 2,932 2 2,930 206 

R4 62,500 38,086 23,711 703 17,958 3,388 7,243 1,812 5,515 2,963 2 2,961 187 

R5 60,998 37,641 22,632 725 17,286 3,534 6,811 1,737 5,204 2,899 3 2,896 176 

 

老齢福祉年金  （単位：千円） 

年

度 
件数 金額 

H31 0 0 

R2 0 0 

R3 0 0 

R4 0 0 

R5 0 0 

 

年金支給状況     （単位：千円） 

年 

度 

総    数 老齢給付 障害給付 遺族給付 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

H31 93,980 63,863,857 88,196 58,972,503 5,141 4,406,590 643 484,764 

R2 95,532 65,237,582 89,607 60,220,849 5,312 4,554,049 613 462,684 

R3 96,809 66,221,755 90,681 61,043,068 5,525 4,725,702 603 452,985 

R4 97,795 66,805,824 91,435 61,460,130 5,724 4,872,316 636 473,378 

R5 99,038 69,175,078 92,453 63,528,112 5,967 5,175,271 618 471,695 

              

  ※ 老齢給付…新法の老齢基礎年金並びに旧法拠出年金の老齢年金及び通算老齢年金の合計 

  ※ 障害給付…新法の障害基礎年金及び旧法の障害年金の合計       

  ※ 遺族給付…新法の遺族基礎年金及び寡婦年金等の合計         
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5.大津市在日外国人老齢・障害福祉金支給事業 

 
1982 年の難民条約発効に伴い国民年金の国籍条項が撤廃され、在日外国人も国民年金への加入

の道が開かれたが、国民年金制度発足当時、日本人に対して支給された無拠出の老齢福祉年金・

障害福祉年金が支給されず、無年金者となっている在日外国人の高齢障害者について国民年金改

正等により救済されるまでの間、大津市独自の暫定措置として支給する。 
 

   
※なお、次に該当する者については支給を制限する。 

☆生活保護を受けている場合 
☆公的年金を受けている場合 
☆申請後、大津市以外へ転出した場合 
☆前年に一定額以上の所得がある場合 

 

 

 

 

対 象 者－1926 年（大正 15 年）4月 1日以前に生

まれた者。支給は 70 歳から。1982 年

（昭和 57 年）1月 1 日以前から日本に

居住し、1996 年（平成 8 年）4月 1日

に滋賀県内に居住し、現に大津市に外

国人住民票のある者。 

 

 

 

 

支 給 額－年額 264,000 円 

 

支 給 月－福祉金は年 6回、偶数月の 20 日に支給

（20 日が土日、祝祭日のときは前日） 

 

 

 

対 象 者－1962 年（昭和 37 年）1月 1日以前に

生まれた者で 1982 年（昭和 57 年）1

月 1 日以前に初診日があり、障害の

状態が国民年金法に定める 2 級以上

に該当する者。 

      1982 年（昭和 57 年）1月 1日以前か

ら日本に居住し、1996 年（平成 8年）

4 月 1 日に滋賀県内に居住し、現に大

津市に外国人住民票のある者。 

 

支 給 額－年額 720,000 円 

 

支 給 月－福祉金は年 6回、偶数月の 20 日に支

給（20 日が土日、祝祭日のときは前

日） 

 

老 齢 福 祉 金 障 害 福 祉 金 



 

その他の社会福祉と国の動向 

 

 

 

１．地域福祉活動推進 

 

２．生活困窮者自立支援事業 

 

３．成年後見・権利擁護 

 

４．災害援護 

 

５．福祉基金 

 

６．ふれあいセンター 

 

７．行旅病人・行旅死亡人の取扱い 

 

８．指導監査 

 

９．しおり・リーフレット 

 

10．参考：国における制度改正等に関する最近の動向 
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その他 の社 会 福 祉 と国 の動 向 
 

1.地域福祉活動推進 

地域福祉の推進を図るため、平成 19 年に「大津市地域福祉計画」（第 1次計画）を策定し、以

降基本理念を継承しながら、平成 24 年に第 2次計画を、平成 29年に第 3次計画を策定し、関係

団体やＮＰＯ、地域住民の方々とともに、地域福祉の取組を推進してきた。令和 3年度で第 3次

計画が終了し、令和 4年度から令和 8年度までを計画期間とする第 4次計画を策定した。 

地域福祉計画では、多様化・複雑化する地域課題の解決に向けて、一人ひとりがかけがえのな

い人間として認め合い、地域の中で誰もが役割をもってつながり、支えあうことができる社会の

実現を目指し、国の方針や社会動向の変化を踏まえて、包括的な支援体制の整備に重点を置きな

がら、市民、地域、社会福祉協議会、行政の協働による地域共生社会の実現を目指している。 

なお、大津市社会福祉協議会と連携し、包括的に取り組む必要があることから、第 3次計画よ

り大津市社会福祉協議会地域福祉活動計画と一体的な計画として策定し、第4次計画においても、

同様に一体的な計画策定を行った。 

また、計画の進捗管理等については、大津市社会福祉審議会地域福祉専門分科会において行って 

いる。 

 

2.生活困窮者自立支援事業 

平成 27 年 4 月の生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活保護に至る前の段階の自立支援策の

強化を図るため生活困窮者に対して包括的な支援を行う。 

大津市では、必須事業として自立相談支援事業、住居確保給付金支給業務、また任意事業とし

て一時生活支援事業、家計改善支援事業、就労準備支援事業、子どもの学習・生活支援事業、ア

ウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業、生活困窮者支援等のための地域づくり事

業を下記のとおり実施している。 

 

実施体制 

 事業名 実施 実施方法 実施機関 所管 

必
須
事
業 

自立相談支援事業 ○ 直営・委託 
市社会福祉協議会 

生活福祉課 
NPO 法人大津夜まわりの会 

福祉政策課 
生活福祉課 

住居確保給付金 ○ 直営 生活福祉課 生活福祉課 

任
意
事
業 

一時生活支援事業 ○ 委託 NPO 法人大津夜まわりの会 生活福祉課 

家計改善支援事業 ○ 委託 NPO 法人ファイナンシャ

ル・プランナーズ協会 福祉政策課 

就労準備支援事業 ○ 委託 株式会社クローバー 福祉政策課 

子どもの学習・生活支援事業 ○ 委託 市社会福祉協議会 
株式会社トライグループ 

福祉政策課 
生活福祉課 

アウトリーチ等の充実による 
自立相談支援機能強化事業 ○ 委託 市社会福祉協議会 福祉政策課 

生活困窮者支援等のための 
地域づくり事業 ○ 委託 市社会福祉協議会 福祉政策課 
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相談件数 

 

3.成年後見・権利擁護 

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な者を支援し、

その権利を擁護する制度である。本市では、平成 28 年度より大津市権利擁護サポートセンターを

設置し、権利擁護・成年後見相談業務や成年後見制度利用申立て支援事業等を行っている。 

令和 4 年度より、当該センターを、地域連携ネットワークをコーディネートする機関（中核機

関）とし、行政や社会福祉協議会、あんしん長寿相談所等との連携を進めている。「中核機関」に

おいては、福祉・医療・地域の関係者と成年後見人等が「チーム」を構成して取り組めるよう支

援を行っている。 

また、平成 13年度から成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず身寄りがない等の理由

により利用が困難な方に対して市長申立てを行うとともに、平成 21年度に低所得の高齢者及び障

害者に対して成年後見人等の報酬助成を行う制度を整備した。 

 

権利擁護・成年後見制度利用支援事業委託 

年度 権利擁護・成年後見相談業務 成年後見制度利用申立て支援業務 

R1 2,517 1,260 

R2 2,259 1,701 

R3 2,917 1,870 

R4 2,436 1,880 

R5 1,553 1,898 

 

市長申立て状況 

年度 補助 保佐 後見 未審判 合計 

R1 ― ― 16 1 17 

R2 ― ― 16 1 17 

R3 ― ― 13 ― 13 

R4 ― ― 12 5 17 

R5 ― 2 7 8 17 

 

  

新
規
相
談
受
付
件
数
（
総
数
） 

プ
ラ
ン
作
成
件
数
（
総
数
） 

就
労
支
援
対
象
者
数 

プラン内容 

就
労
者
数 

増
収
者
数 

  法に基づく事業等 その他 

  

住
居
確
保
給
付
金 

一
時
生
活
支
援
事
業 

家
計
改
善
支
援
事
業 

就
労
準
備
支
援
事
業 

就
労
訓
練
事
業 

自
立
相
談
支
援
事
業
に
よ
る 

就
労
支
援 

生
活
福
祉
資
金
等
に
よ
る
貸
付 

生
活
保
護
受
給
者
等 

就
労
自
立
促
進
事
業 

  

  

 

 

（令和５年度） 

自立相談支援機関 

市社会福祉協議会 552 212 122 10 2 31 4 0 139 23 101 71 14 

生 活 福 祉 課 202 5 5 5 0 0 0 0 2 0 4 3 9 

大津夜まわりの会 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合  計 770 217 127 15 2 31 4 0 141 23 105 74 23 

 (単位：件) 
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4.災害援護 

本市の区域内において災害救助法の運用を受けるに至らない災害が発生した場合にその災害に

よる被世帯に対し、罹災見舞金又は弔慰金を給付している。 

また、この災害には市以外に滋賀県共同募金会大津市共同募金委員会、日本赤十字社からも見

舞金及び援護物資が給付されている。 

 

罹災見舞金額 

種 類 罹災の程度 大 津 市 共同募金会 日本赤十字社 

罹災見舞金 

全焼・全壊 100,000 円以内／世帯 20,000円 援護物資（毛布・日用品） 

半焼・半壊  50,000 円以内／世帯 20,000円  

床上浸水等  20,000 円以内／世帯 20,000円  

弔 慰 金 死 亡 150,000 円／人 ―  

 

罹災発生状況 

年度 全焼・全壊 半焼・半壊 床上浸水等 死 亡 

R1 3 件 1 件 ― 1 件 

R2 3 件 1 件 1 件 1 件 

R3 4 件 2 件 6 件 2 件 

R4 15 件 2 件 2 件 1 件 

R5 10 件 1 件 0 件 0 件 

 

5.福祉基金 

・一般 

社会福祉の発展のために役立ててほしいというあたたかい寄附金をもって福祉基金を積立て

ている。 

・交通遺児 

交通遺児のために役立ててほしいというあたたかい寄附金をもって福祉基金を積み立ててい

る。 

・地域福祉 

平成 3 年度から 3 年間で国からの給付を受け、高齢者の在宅福祉の向上等のため、各種民間

団体が行う事業を推進することを目的に福祉基金が積み立てられている。 

     (単位：円)     

 
令和 4年度末 

現 在 高 

令和 5年度中の増減 令和 5年度末 

現 在 高 利息 寄附金 取り崩し額 

一  般 75,165,694 1,503 2,300,000 44,828 77,422,369 

交通遺児 2,390,277 47 100,000 432,000 2,058,324 

地域福祉 315,670,295 6,314 

(一般会計繰入) 

0 0 315,670,295 

合計 393,226,266 1,550 

(一般会計繰入分

除く) 

2,400,000 476,828 395,150,988 
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6.ふれあいセンター 

市内 2 か所のふれあいセンターでは、市民の福祉の増進及び市民の交流の促進を図るため、貸

館事業を行っている。 

 

名 称 所 在 地 電 話 

大津市比叡ふれあいセンター 坂本六丁目 33-19 578-0335 

大津市膳所ふれあいセンター 昭和町 15-25 522-8745 

 

7.行旅病人・行旅死亡人の取扱い 

身元不明の死亡人等は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づき、当該市町村が取り扱うこと

になっており、生活福祉課で所管している。 

                       (単位：人) 

年度 

区分 
R1 R2 R3 R4 R5 

病 人 1 1 0 0 0 

死亡人 5 0 0 1 2 

計 6 1 0 1 2 

 

8.墓地埋葬法による葬祭の取扱い 

身寄り等がなく葬祭を行う者がいない死者の葬祭について、墓地埋葬法による葬祭を死亡地で

ある自治体にて執り行うこととし、生活福祉課で所管している。 

(単位：件) 

年度 

区分 
R5 

件数 6 
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9.指導監査 

平成 21 年度の中核市移行に伴う滋賀県からの権限移譲により、社会福祉法人及び社会福祉施設

の適正かつ健全な運営を図るため、社会福祉法等の関係法令の規定に基づき、運営状況及び経理

等について指導監査を実施するとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な事業実施を確保するた

め、社会福祉法人の設立認可及び定款変更認可等の事務を行っている。 
また、平成 24年度から、地方分権一括法等の施行に伴う滋賀県からの権限移譲により、指定居

宅サービス事業者等、指定障害福祉サービス事業者等、有料老人ホームに対するサービスの質の

確保及び給付の適正化を図るために指導等を実施している。平成 25年度から、サービス付き高齢

者向け住宅のサービス関係について検査を実施している。さらに、令和元年度からは滋賀県から

の権限移譲により、指定障害児通所支援事業者に対する指導等を実施している。 
 
(1) 社会福祉法人及び社会福祉施設 

① 指導監査（実地及び書面）実施状況                     （単位：件） 
 R1 R2 R3 R4 R5 

社 会 福 祉 法 人 22 9 24 27 27 

社 会 福 祉 施 設 91 98 101 102 103 

 
② 社会福祉法人の設立等認可状況                        （単位：件） 

 R1 R2 R3 R4 R5 

設 立 認 可 2 0 1 0 0 

定 款 変 更 認 可 18 8 7 7 11 

 
③ 社会福祉法人等審査会の開催状況                    （単位：回、件） 

 R1 R2 R3 R4 R5 

開 催 回 数 1 0 1 0 0 

審 査 件 数 2 0 1 0 0 

 
(2) 介護及び障害福祉サービス事業所等 

① 指導監査等実施状況                                 （単位：件） 
 R1 R2 R3 R4 R5 

指定居宅サービス事業者等 164 116 120 156 164 

指定障害福祉サービス事業者等 144 96 120 137 138 

有 料 老 人 ホ ー ム 3 2 1 0 6 

サービス付き高齢者向け住宅 2 1 0 1 9 

    
 

年度 

年度 区分 

区分 

年度 区分 

年度 区分 



158 

10.しおり・リーフレット 

本市の福祉行政における各種施策や取組などを、わかりやすく示した利用者用のしおり、リー

フレットは次のとおりである。 
   

● 大津市 障害福祉のしおり 障害福祉課 
● 保育所・認定こども園・地域型保育施設 

利用申込の手引き 保育幼稚園課 
● 子育てハンドブック  

大津っ子 2024 年度版 子育て総合支援センター 

● 放課後児童健全育成事業 

   大津市立児童クラブ入所案内 児童クラブ課 

● ひとり親家庭等のしおり 

     母子家庭、父子家庭、寡婦のみなさんへ 子ども家庭課 
● 養育費と面会交流に関するパンフレット 子ども家庭課 
● 児童手当制度のご案内 子ども家庭課 
● おおつ子育てアプリ「とも育」          子ども・若者政策課 
● 赤ちゃんの駅 子ども・若者政策課 
● 大津市ファミリーサポートセンター 大津市ファミリーサポートセンター 

 （子ども・若者政策課） 
● 子ども・若者サポートガイドブック        子ども・若者政策課 

● 子育てのことで悩んでいませんか 子ども・子育て安心課 
● 生活保護のしおり 生活福祉課 
● 住居確保給付金のしおり 生活福祉課 
● よくわかる大津市の介護サービス 介護保険課・長寿政策課 

  長寿施設課 
● 大津市認知症ガイドブック（認知症ケアパス） 長寿政策課 
● 認知症初期集中支援チームを知っていますか？ 長寿政策課 
● 健康手帳 総合保健センター 
● おおつ健康・福祉相談ホットライン 福祉政策課 
● 生きづらさを感じている方へ 生活福祉課 

 保健予防課 

 大津市社会福祉協議会 
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11.参考：国における制度改正等に関する最近の動向 

 

（重層的支援体制整備事業） 

社会福祉法の一部改正（平成 29（2017）年）の附則に規定される公布後３年（令

和２（2020）年）の見直し規定に基づく、市町村における包括的な支援体制の全国

的な整備を推進する方策について検討を進めるため、有識者による地域共生社会推

進検討会において、市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに

対応する包括的な支援体制を構築することとされており、①相談支援（属性を問わ

ない相談支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援）、②

参加支援、③地域づくりに向けた支援を一体的に実施する「重層的支援体制整備事

業」により、包括的かつ重層的な支援体制の充実を図ることが求められている。 

社会福祉法の改正により、令和３（2021）年４月に、新たに創設された重層的支

援体制整備事業が施行され、市町村は包括的な支援体制の充実を図ることが必要と

なった。 

重層的支援体制整備事業は、市が各分野でこれまで取り組んできた既存のしくみ

や事業等を活かしつつも、現状の制度、組織、支援のしくみ等を整理・統合するこ

とで、まとめられる手続きをまとめて事務手続きが簡素化されたり、市民にとって

分かりやすい適切な支援や制度につながったり、これまでできなかった支援ができ

るようになる等、発展的に展開することが求められる。 

 

【重層的支援体制整備事業の５つの事業の内容】 

 

（障害福祉） 

平成 21 年 12 月に内閣に設置された「障がい者制度改革推進本部」（以下「本部」

という。）のもとで、半数以上の障害当事者を中心とする「障がい者制度改革推進

会議」（以下「推進会議」という。）が平成 22年 1月から開催され、平成 22年 6 月、

第一次意見「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」がとりまとめられた。

平成 22 年 12 月には、障害者基本法の改正に関する「障害者制度改革の推進のため

事業名 内 容 

包括的相談支援

事業 

○ 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める 

○ 支援機関のネットワークで対応する 

○ 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ 

多機関協働事業 

○ 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する 

○ 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす 

○ 支援関係機関の役割分担を図る 

アウトリーチ等

を通じた継続的

支援事業 

○ 支援が届いていない人に支援を届ける 

○ 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見つける 

○ 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く 

参加支援事業 

○ 社会とのつながりを作るための支援を行う 

○ 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる 

○ 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う 

地域づくり事業 

○ 世代や属性を越えて交流できる場や居場所を整備する 

○ 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネ

ートする 

○ 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る  
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の第二次意見」をとりまとめた。ここでは、まず、障害者基本法改正の趣旨・目的

として、「個性と人格を認め合うインクルーシブ社会の構築」、「障害概念を社会モ

デルへ変換、基本的人権を確認」、「施策の実施状況を監視する機関の創設」の 3点

について述べられている。 

これを踏まえ、「改正障害者基本法」は平成 23 年 7月に成立し、附帯決議も付さ

れ同年 8 月に施行された。「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健

福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」は平成 24 年 6 月に成立し、

この法律により「障害者自立支援法」に代わる「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）（以下「法」という。）が制定

され、法に基づく日常生活・社会生活の支援が共生社会を実現するため、社会参加

の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的

かつ計画的に行われることを基本理念として、平成 25 年 4 月より施行された。平

成 26 年 4 月からは重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへ

の一元化などが実施され、平成 30 年 4 月からは一人暮らしの障害者の理解力、生

活力等を補うための支援を行う「自立生活援助」、一般就労に移行した障害者に、

就労に伴い生じる課題解決に必要な支援を行う「就労定着支援」が創設されている。

令和 2年度は障害福祉分野における生産性向上の推進を図るＩＣＴ導入支援モデル

事業や障害児の支援を図るインクルーシブな支援、医療的ケア児への支援の拡充等

が実施されるとともに、第 6期障害福祉計画及び第 2期障害児福祉計画に係る基本

方針（大臣告示）の見直しが行われ、「地域における生活の維持及び継続の推進」、

「福祉施設から一般就労への移行等」、「地域共生社会の実現に向けた取組」、「精神

障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」、「発達障害者等支援の一層の充

実」、「障害児通所支援等の地域支援体制の整備」、「相談支援体制の充実・強化等」、

「障害者の社会参加を支える取組」、「障害福祉サービス等の質の向上」、「障害福祉

人材の確保」がその要点となった。 

そして、令和 3 年 5 月には、「障害者差別解消法」の施行後３年の見直しの検討

が行われ、「合理的配慮の提供の義務化」において、民間事業者の努力義務が法的

義務になることなどを定める「改正障害者差別解消法」が施行され、令和６年４月

からは、民間事業者においても義務化されることになった。  

令和 3年 9月には、医療的ケア児またその家族の日常生活・社会生活を社会全体

で支援をすること目的とした「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法

律」（医療的ケア児支援法）が施行された。 

令和 4年 5月には、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策

を総合的に推進し、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重しながら共生する社会の実現を目的とした「障害者による情報の取得及び

利用並び意思疎通に係る施策の推進に関する法律」（障害者情報アクセシビリテ

ィ・コミュニケーション施策推進法）が施行された。  

令和 4 年 12 月には、障害者総合支援法の改正案が可決され、障害者の地域生活

や就労支援を強化するため、障害者の多様な就労ニーズに応じた支援を行う「就労

選択支援」（令和 7年 10月施行予定）が追加された。 

これらのことを踏まえ、障害のある人と障害のない人が、互いに障害の有無にと

らわれることなく支え合い、行政、関係機関などと連携・共働することで、多様性

が尊重される地域共生社会、ひいては全ての人が安心して暮らせる社会が実現され

るよう、障害福祉施策を総合的、計画的に取り組む。 
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（児童福祉） 

1.「子ども・子育て支援新制度」の概要 

「子ども・子育て関連 3法案」は、国会審議等による修正等を経て、平成 24

年 8月 10 日に成立し、8月 22日に公布された。 

成立した「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」及び「子ども・子育て

支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ど

も・子育て関連 3 法に基づく、子ども・子育て支援新制度（以下、「新制度」と

いう。）は、社会保障・税一体改革の一項目として、消費税率の引き上げによる

財源の一部を得て実施されるものであり、平成 27年度から本格施行された。 

新制度は、質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供し、地域の子ども・

子育て支援を充実させ、子育てがしやすい社会、すなわち「子どもの最善の利益」

が実現される社会を実現するものである。 

【新制度の主なポイント】 

(1) 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」及び

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育への給付である「地

域型保育給付」の創設 

○保育所などの認可制度の改善を行い、客観的な認可基準に適合し、必要な条

件を満たす場合には、欠格事由に該当する場合や需給調整が必要な場合を除

き、原則として認可 

○市町村は、認可施設・事業に対し、施設等の利用定員を定めるなどの「確認」

を行い、給付を実施 

(2) 認定こども園制度の改善 

○認定こども園の類型の一つである「幼保連携型認定こども園」を、学校及び

児童福祉施設の両方の法的位置づけをもつ単一の認可施設とし、認可や指導

監督等を一本化することなどにより、二重行政の課題などを解消し、その設

置の促進 

(3) 地域の子ども・子育て支援の充実 

○全ての家庭を対象に地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させる

ため、市町村は事業計画を策定し、その計画に基づき、保護者が地域の教育・

保育、子育て支援事業等を円滑に利用できるよう情報提供・助言等を行う利

用者支援 

○子育ての相談や親子同士の交流ができる地域子育て支援拠点、一時預かり、

放課後児童クラブなど、市町村が行う事業を新制度では「地域子ども・子育

て支援事業」として拡充を促進 

 

2.幼児教育・保育の無償化 

急速な少子高齢化の進行及び生涯にわたる人格形成の基礎を培う上での幼児

教育・保育の重要性に鑑み、抜本的な少子化対策を推進する一環として、子育て

を行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、令和元年 10 月から消費税率 10％へ

の引き上げによる財源を活用して、新制度の幼稚園、保育所、認定こども園等の

利用者負担額を無償化するとともに、子ども・子育て支援法の改正法を制定し、

新制度の対象とならない幼稚園、認可外保育施設等の利用者への給付制度が創設

された。 
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【無償化の対象範囲】 

(1)3歳から5歳までのすべての子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の

子どもについての幼稚園、保育所、認定こども園等の費用が無償化された。 

(2)幼稚園、保育所、認定こども園等以外についても認可保育所に入ることができ

ない待機児童がいることから、保育の必要性のある子どもについては、認可外

保育施設等を利用する場合も無償化の対象とされた。 

 

3.待機児童の解消に向けた国の取組について 

喫緊の課題である待機児童の解消に向け、国は、平成 25 年 4 月、「待機児童解

消加速化プラン」を策定し、待機児童解消に意欲的に取り組む地方自治体の取り

組みを全面的に支援してきたところであり、その結果、待機児童解消に向けた「緊

急集中取組期間」である平成 25 年度、平成 26 年度において、約 22 万人分の保

育の受け皿が確保された。今後、女性の就業率上昇が更に進むことを念頭に、平

成 29年度までに、潜在的なニーズも含め、さらに約 50万人分の保育の受け皿を

確保し、待機児童の解消を目指すこととされた。 

また、平成 29 年 6 月には、25 歳から 44 歳の女性就業率が上昇し、その就業率

と相関して保育の利用申し込み率も伸びることが見込まれることから、平成 30

年度から令和 4 年度末までに女性就業率 80％にも対応できる 32 万人分の保育の

受け皿を整備することを目指した「子育て安心プラン」を公表し、その後に閣議

決定された「新しい経済政策パッケージ」ではこれを前倒しし、令和 2年度末ま

でに 32 万人分の保育の受け皿の整備を目指すこととされた。 

さらに、令和 2 年 12 月には、女性の就業率の更なる上昇への対応や幼稚園や

ベビーシッターを含めた地域の子育て資源の活用を進めるため、令和 3年度から

令和 6 年度までの 4 年間で約 14 万人分の保育の受け皿を整備する「新子育て安

心プラン」を公表し、待機児童の解消のほか、地域の特性に応じた支援、魅力向

上を通じた保育士の確保、地域のあらゆる子育て資源の活用を柱として、各種取

組を推進することにより、早期の待機児童解消を目指すとともに、女性の就業率

の上昇に対応することとされた。 

（令和 4年版「少子化社会対策白書」一部参照） 

 

4.こども家庭庁の設置及びこども基本法の施行について 

子どもを産み育てやすい環境の整備を加速化するとともに、子どもの命や安全

を守る施策を強化し、子どもの視点に立って、子どもを巡る様々な課題に適切に

対応するためのこども政策の方向性について検討が行われた結果、令和 3 年 12

月に「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」が閣議決定された。 

基本指針を踏まえ、これまで内閣府や厚生労働省等に分散していたこども政策

の司令塔機能を一本化し、少子化対策を含むこども政策について一元的に企画・

立案・総合調整を行うため、令和 5年 4月にこども家庭庁が設置された。 

また、これまで諸法律に基づいて、国の関係省庁、地方自治体において進めら

れてきた、こどもに関する様々な取り組みを講ずるに当たっての共通の基盤とな

るものとして、こども施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることによ

り、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な基本

法として、令和 5年 4月 1日にこども基本法が施行された。 

同法に基づく「こども大綱」は、これまで別々に作られてきた少子化社会対策

基本法に基づく「少子化社会対策大綱」、子ども・若者育成支援推進法に基づく

「子ども・若者育成支援推進大綱」、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基

づく「子供の貧困対策に関する大綱」が束ねられたものであり、地方自治体には、

「こども大綱」を勘案して「こども計画」を策定する努力義務が課せられている。 
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なお、同法では、国や地方公共団体において、こども施策を策定・実施・評価

するに当たっては、施策の対象となるこどもや子育て当事者等の意見を幅広く聴

取して反映させるために必要な措置を講ずることが定められている。 

 

（女性保護） 

女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、

多様化、複合化しており、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、新たな女性支

援の強化が喫緊の課題となっている。 

こうした中、支援を必要とする女性が抱えている問題やその背景、心身の状況等

に応じた適切な支援を包括的に提供し、女性が安心かつ自立して暮らせる社会の実

現に寄与することを目的として、令和４年５月１９日に「困難な問題を抱える女性

への支援に関する法律」（令和４年法律第 52号）が成立し、令和６年 4月 1日に施

行された。 

これにより、これまで女性保護の根拠法とされてきた、昭和３１年制定の「売春

を行うおそれのある女子の保護更正」を目的とする売春防止法から脱却し、先駆的

な女性支援を実践する「民間団体との協働」といった視点も取り入れた、新たな支

援の枠組みが構築されることになる。 

 

（高齢福祉・医療） 

平成 20 年 4 月から施行された後期高齢者医療制度は、現在では定着してきた。

ただし、高齢化等により被保険者数は増加しており、それに伴い、医療費も増大し

ている。後期高齢者医療制度を将来にわたり安定的に運営していくためには、①保

険料・患者負担・公費負担の組み合わせ、②世代間・世代内の負担の公平の確保、

③負担能力に応じた負担、④医療費の伸びの適正化等の課題がある。平成 25 年 12

月に成立した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法

律」に基づき、平成 27 年 5 月「持続可能な医療保険制度を構築するための健康保

険法等の一部を改正する法律」が成立。また、令和元年 9月に設置された全世代型

社会保障改革検討会議において、以下のような後期高齢者医療の見直しの方針が全

世代型社会保障改革の方針（令和 2年 12 月）がとりまとめられた。 

これを踏まえ「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一

部を改正する法律（令和 3 年法律第 66 号）」が成立し、令和 4 年 10 月 1 日から窓

口負担割合について、一定の所得がある方への 2割負担が施行されることとなった。 

全世代型社会保障改革の方針（令和 2年 12 月 15 日閣議決定） 

① 後期高齢者（75 歳以上。現役並み所得者は除く）であっても課税所得が 28

万円以上かつ年収 200 万円以上（単身世帯の場合。複数世帯での場合は、後

期高齢者の年収合計が 320 万円以上）の方に限って、その窓口負担割合を 2

割とし、それ以外の方は１割とする。 

② 今回の改革の施行時機については、施行に要する準備期間等も考慮し、令和

4年度（2022 年度）後半までの間で、政令で定めることとする。 

③ 施行に当たっては、長期頻回受診患者等への配慮措置として、２割負担への

変更により影響が大きい外来患者について、施行後３年間、1月分の負担増

を、最大でも 3,000 円に収まるような措置を導入する。 
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（エネルギー・食料品等の価格高騰の負担増の影響が大きい低所得世帯支援） 

本市は、令和 2年度に実施された「特別定額給付金」以降、国の施策により新型

コロナウイス感染症拡大や物価高騰に対する市民への支援策として様々な給付金

事業を実施してきた。 

令和 5年度においても、引き続き物価高騰が続く中で、住民税非課税世帯に対し

て 1世帯あたり 3万円を「大津市令和 5年度物価高騰対策緊急支援給付金」として

支給し、あわせて低所得の子育て世帯を支援するため、児童 1人あたり 5万円の「ひ

とり親世帯・ひとり親世帯以外子育て世帯生活支援特別給付金」を支給した。 

そのような中、令和 5 年 11 月 2 日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための

経済対策」において、重点支援地方交付金を活用して、物価高騰に切実に苦しむ住

民税非課税世帯等に対して給付金を支給する方針が示されたことに伴い、「大津市

令和 5年度物価高騰対策緊急支援給付金」の追加給付事業として住民税非課税世帯

に対して 1 世帯あたり 7 万円を、均等割のみ課税の世帯に対して１世帯あたり 10

万円を給付した。また合わせてこの事業における給付対象世帯内に 18 歳以下の子

どもがいる場合には、1 人あたり 5 万円を給付金に加算（子ども加算）して支給し

た。 

令和 6 年度は、「大津市令和 5 年度物価高騰対策緊急支援給付金」の追加給付事

業を 5 月 31 日の提出期限まで実施するとともに、令和 6 年度に新たに住民税非課

税や均等割のみ課税世帯となった世帯を対象とする「大津市令和 6年度物価高騰対

策緊急支援給付金」の給付事業を実施する。なお子ども加算についても引き続き実

施する。 


